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会 議 録 

 

１ 会議名 

令和 6 年度 第 3 回中郷区地域協議会 

２ 議題（公開・非公開の別） 

（１）報告（公開） 

地域自治推進プロジェクトの検討状況及び地域独自の予算事業の経過措置 

の取扱いについて 

（２）協議（公開） 

自主的審議事項「中郷区型コミュニティバスのあるべき姿」について 

（３）その他（公開） 

  なし 

３ 開催日時 

令和 6 年 6 月 24 日（月） 午後 6 時から午後 7 時 45 分まで 

４ 開催場所 

中郷コミュニティプラザ ホール 

５ 傍聴人の数 

1 人 

６ 非公開の理由 

  ― 

７ 出席した者（傍聴人を除く。）氏名（敬称略） 

・委  員：竹内靖彦（会長）、陸川陽一（副会長）、岡田龍一、尾﨑公子、

鹿島一彦（オンライン出席）、桐山和樹、坂田俊介、髙橋達也、

竹内昭彦、松岡聖江、村越勝彦、陸川昇一 

・事 務 局：中郷区総合事務所 髙波所長、加藤次長、丸山市民生活・福祉

グループ長（教育・文化グループ長併任）、桐山地域振興班長、

津島地域振興班主事、恩田総務班長、髙橋産業建設業務窓口班

長、早川税・市民生活班長、渡部福祉班長（以下、グループ長

はＧ長と表記。） 
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８ 発言の内容（要旨） 

【桐山班長】 

会議の開会を宣言。 

上越市地域自治区の設置に関する条例第 8 条第 2 項の規定により、委員の半数

以上の出席を確認、会議の成立を報告。 

【竹内（靖）会長】 

会議録確認を尾﨑公子委員と鹿島一彦委員に依頼。 

報告に移る。地域自治推進プロジェクトの検討状況及び地域独自の予算事業の

経過措置の取扱いについて、事務局に説明を求める。 

【桐山班長】 

資料「住民自治・地域自治、地域協議会制度について」に基づき、地域協議会委

員と意見交換ができるよう整理した、地域自治の理想的な姿、現状と課題、取組の

方向性、方策等について説明。 

【竹内（靖）会長】 

中郷区ではこれまでも、活動団体、地域協議会、行政が協働で活動を進めてき

た。その姿が理想的であることを認識し、声を出してほしい。現市長の公約として

行われてきた、総合事務所への地元出身職員の配置に良さを感じている。地元出

身の職員がいることによって、職員自身も住み慣れた地域の課題を我々地域団体

と一緒になって考えることが出来ている。この利点を各委員も感じながら、地域

協議会の活動に取り組んでいただきたい。先日の市議会でも中郷区の地域活動に

ついて取り上げられ、市の地域活動をけん引する地区であるとの答弁があった。

今後も協力しながら進んでいきたい。 

協議に移る。自主的審議事項「中郷区型コミュニティバスのあるべき姿」につい

て、地域協議会が提案した地域独自の予算事業 2 件のうち、最初に「（仮称）さと

まるバスの運行による検証事業」について、事務局に資料の説明を求める。 

【桐山班長】 

資料 No1、1-2、1-3、1-4 に基づき説明。 

【竹内（靖）会長】 

資料 No1 の方針案をしっかりと確認いただき、資料 No1-2 は事実のニーズデー

タとして、資料 No1-3、1-4 は今後の中郷区まちづくり振興会との協議により決め

ていくことから、参考として見ていただきたい。 

【桐山班長】 
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前回の会議で、会長から「妙高市のバスについての情報が欲しい」と要望があっ

たため、説明する。妙高市の公共交通のバスは、市営バス「妙高めぐりん」とアイ

エムタクシーと新井タクシーが運行する乗合タクシー「チョイソコ妙高」がある。

「妙高めぐりん」は、新井地域、妙高地域、妙高高原地域で定時定路線の運行をし

ている。料金は 120 円～500 円。一方、「チョイソコみょうこう」は、予約の状況

によって同じ方面へ向かう利用者が乗り合わせて目的地に向かうものである。AI

が最適なルートを作成し、月曜日・水曜日・金曜日の午前 8 時 30 分から午後 3 時

まで運行している。なお、乗車する 30 分前までに予約をし、料金は大人 300 円で

ある。運行範囲は、水上地区、まちなか、姫川原地区、斐太地区であり、いずれも

利用者は事前に会員登録が必要となっている。 

【竹内（靖）会長】 

資料 No1 の「2 互助による輸送への転換に向けた検討結果」に決定したことと今

後協議することがまとめられているため、これに基づき協議を進める。（1）運行範

囲について、意見はないか。 

【岡田委員】 

中郷区型コミュニティバス検討委員会でもかなり協議した事項であるため、こ

れで良いと思う。 

【竹内（靖）会長】 

実際運行が始まってから変わることも考えられるが、現時点では資料のとおり

の運行範囲とする。（2）運行形態についても資料のとおり、定時運行、病院の診療

日などを考慮して曜日別に運行範囲を絞ったダイヤ設定、午前中の時間設定で進

めたい。（3）運行体制については、6 月 26 日に行われる中郷区まちづくり振興会

理事会で、互助による輸送の実施団体となっていただきたいことを説明したうえ

で、決定したいと考えている。運転手の確保、車両の選定を急いで進めなければい

けない。発注停止になっている車種もあり、6 月 26 日の理事会を経て急いで進め

る必要がある。事前の情報交換などから、一定の理解を得ているため、この内容で

進めて良いか。（全委員の頷きにより承認）運転手について、休憩時間を考慮した

うえでスクールバスの運転手が兼任できるのか検討を進めているところである。

運転手は二種免許を有していること、もしくは運転者講習会を受講していること

が条件となるが、運転者講習会は 7 月と 11 月の 2 回しか計画されておらず、機会

を逃さないようにしなければならない。現在のスクールバスの運転手 2 名のうち

1 名は二種免許を所有しており、受講しなくても対応できることを確認している

が、運転手が 1 人だけという状況には出来ない。要件を満たすことができる地域

協議会委員にも協力を依頼することがあると思うが、理解いただきたい。利用者

負担金についてはまずは行政に試算してもらって具体的な金額設定とするが、設

定の方向性として、電車より高くタクシーより安い範囲を想定している。今回の

実態調査に協力いただいた人が事前登録者となり、その人たちが必要とする行き

先にスムーズに行けるような運行が基本となる。登録者が増えた時点で多少の変

更はあると思うが、調査人数が増えても行き先が大きく変わることはなかったた
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め、今後も大きな変更はないと考えるが、柔軟に対応できることは取り組んでい

きたい。委員から意見はあるか。 

【尾﨑委員】 

私の両親は今も利用しているため、互助による輸送に変わっても引き続き利用

すると思う。 

【竹内（靖）会長】 

高齢者の免許返納といった高齢化社会の課題に向き合った第一歩であり、やっ

てみないと分からないことも多いが、都度情報共有し、改善していきたい。 

「（仮称）さとまるバスの運行による検証事業」については、今日の協議をもっ

て中間まとめとし、今後は、中郷区型コミュニティバス検討委員会や中郷区まち

づくり振興会で話し合った内容を地域協議会でも共有していくこととする。 

【陸川（陽）副会長】 

実際の運行を開始してみないと答えが出るものではないため、運行開始後もア

ップデートしていけると良いと思う。 

【竹内（靖）会長】 

地域協議会委員からも協力してもらう場面は今後も想定されるため、理解いた

だきたい。 

次に、もう 1 つの地域独自の予算提案事業「子どもの い～場所開設事業」につ

いて、事務局に説明を求める。 

【桐山班長】 

資料 No2 に基づき説明。委託先である中郷区まちづくり振興会と事務局が小学

校校長に説明に出向き、7 月 12 日に小学校保護者に向けた説明を行うこととなっ

た。 

【竹内（靖）会長】 

開設予定日について、月曜日に偏った予定になっているが、大雪が予想される

12 月や 1 月の開催をやめ、11 月に複数回とするなどの意見をいただきたい。月曜

日は中郷総合体育館が休館日だが、総合体育館の管理を受託しているスポーツ協

会は対応できるのか。 

【陸川（昇）委員】 

（スポーツ協会会長の立場で）担当者に相談してみなければならない。私も市

に確認したいと考えていたところである。 

【桐山班長】 
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休館日の利用は、必要と認める範囲で、条例上の対応は可能である。なお、管理

業務受託者のスポーツ協会として対応が可能かどうかの協議は必要である。 

【陸川（昇）委員】 

開設する会場が休館日の場合は 1 日開館になるのか、それとも予約のある時間

帯のみの開館になるのか。 

【桐山班長】 

事業に合わせた必要な時間のみの開館を想定している。 

【竹内（靖）会長】 

条例、予算面で可能であれば、あとは受託者であるスポーツ協会の都合による。 

【陸川（昇）委員】 

（スポーツ協会会長の立場で）スポーツ協会の内部で話をしてみる。 

【坂田委員】 

冬場は交通の便も考えて開設日の調整を検討しても良いと思う。時間について

も午後 5 時の終了は早いという意見が出ることも考えられるため、中郷区まちづ

くり振興会から誰かが引き継いで開設とするのも 1 つの案である。 

【桐山委員】 

開設日を設定しないことには取組が進まないため、あらかじめ日にちを決めて

段取りを進めることが望ましい。児童クラブが午後 6時頃まで行われているため、

い～場所も同じような時間までが良いのではないかと考えている。冬場の開設日

の設定については、特段の意見はない。 

【髙橋委員】 

開設回数が 7 回の設定となっているが、もう少し回数を増やして開設しても良

いのではないか。冬場の開設だとしても、平日であるため大きな支障はないと考

える。 

【岡田委員】 

開設日について、1 月は雪が多く、日没も早い中で子どもを送ることを考えると、

11 月に 2 度開設とした方が安全でないか。時間についても送りの終わりが午後 7

時 30 分近くになってしまうことから、開設終了時刻を午後 6 時以降に延ばすこと

は出来ないと考える。保護者にとっては、午後 6 時に迎えに行くのは困難かもし

れないが、冬場は特に送っていった後の対応が予測できない。 

【竹内（靖）会長】 

開設場所も毎回総合体育館ではなく、月によって異なる。岡田委員の発言をふ

まえ、1 月は開設しないこととして良いか。 
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【陸川（昇）委員】 

昨年の冬のように雪が多く降らなければ困らないと思うが、予想できないため、

1 月の開設はなくてもよい。 

【髙橋委員】 

同日に複数会場で開設ではないか。 

【竹内（靖）会長】 

1 回の開催につき、1 つの会場での開催であり、今年度の開設回数が 7 回という

ことも、昨年度地域協議会で協議して決めたことである。総合体育館での開設が

主になるとは思う。各イベントで子どもの様子を見ていて、何もなくても遊べる

のが中郷の子どもの特徴だと感じる。管理人のいる施設にみんなを集めて、安全

に自由に活動することがこの事業の目的である。 

11 月に 2 回開設するのも大変ではないか。 

【岡田委員】 

降雪量は予想できないが、1 月の暗く雪が多く降るなかで子どもを送っていく心

配が大きい。 

【竹内（靖）会長】 

受託団体であり、保護者への説明をする中郷区まちづくり振興会の理事長でも

ある岡田委員が納得できる内容での実施とするべきであるため、1 月は開設しない

こととして良いか。（異議なし）11 月 2 回目の開設日となる候補日は水曜日、木曜

日、金曜日であるが、いずれの日が良いか。 

【陸川（昇）委員】 

候補となっている 3 日間は、全校児童が給食後に下校となることから、この期

間の中日となる 11 月 28 日（木）でどうか。 

【竹内（靖）会長】 

11 月 28 日（木）とする。開設時間は午後 5 時だと地域協議会の当初の提案より

早く、午後 6 時だと送る時間を考えた時に遅いため、午後 5 時 30 分までとしては

どうか。 

【岡田委員】 

午後 5 時 30 分であれば可能である。 

【髙橋委員】 

冬場は午後 5 時までとするなど、臨機応変な対応があっても良いと考える。 

【竹内（靖）会長】 
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開設時間は、放課後から午後 5 時 30 分までとする。この内容で保護者に説明し

ていただきたい。事務局で作成したチラシ案のイラストが寂しそうに見える。 

【桐山班長】 

イラストのように 1 人で寂しく過ごす子どもがいないようにしたいというイメ

ージで作成した。 

【岡田委員】 

チラシの中に開設時間が変更になる可能性があることを追記いただきたい。 

【桐山班長】 

承知した。 

この案は保護者向けの説明用として作成したものである。募集用はより具体的

な内容を記載して配付する予定である。 

【陸川（昇）委員】 

開設場所についても、募集時には具体的に記載して配付してほしい。 

【髙橋委員】 

チラシのイラストについて、はーとぴあ中郷では開設しないこともあり、読書

や、携帯をかまっているように見えるイラストは避けるべきでないか。 

【竹内（靖）会長】 

チラシの修正について、坂田委員にも相談してみてほしい。ワクワクする雰囲

気のものとしていただきたい。この事業を検証するためにアンケートを参加した

子どもと保護者向けに行う。聴きたい内容を次回の地域協議会までに 1 つ、2 つ考

えていただきたい。中郷区まちづくり振興会には互助による輸送への転換の検討

を含め負担をかけるが、地域協議会委員も協力できるよう体制を組んでいきたい。 

【尾﨑委員】 

冬に限らず、秋も台風の影響により開設できなくなる可能性がある。計画の日

に開設できなくなった場合に、別日に開設できるのかについても検討していただ

きたい。 

【桐山班長】 

アンケート項目について事務局案を作成したので、必要であれば後ほど配付す

る。 

【竹内（靖）会長】 

尾﨑委員の意見について、別日の開設はできるか。 

【岡田委員】 



 

 8 / 11 

 

開設回数が仕様書で定められているはずである。 

【桐山班長】 

仕様書では、9 月以降月１回の開設を想定し、7 回の開設としている。募集を 1

回ずつとし、合計 7 回行う方法もある。 

【岡田委員】 

7 回の開設予定日を記載した募集方法で良い。室内での開設がほとんどであるた

め、7 回の計画通り開設できると考える。しかし、災害級の天候となった場合は代

わりの日を用意せざるを得ないため、その点についても保護者に説明する。 

【髙橋委員】 

災害級の天候時の開設日変更についても追記としてはどうか。 

【岡田委員】 

そのようにしたい。室内の開設であるため、予定通り出来ると思う。 

【竹内（靖）会長】 

追記することとする。 

アンケート項目について、事務局案があると提案があったが、案に影響される

可能性があることから、委員の意見を聞いてからすり合わせとする。 

【桐山班長】 

資料 No2-2 について説明。アンケート項目を考える参考としてほしい。 

【竹内（靖）会長】 

資料 No2-2 を参考に、次回までに 2 つずつアンケート項目を考えてきていただ

きたい。この事業についても市議会常任委員会で質問があり、注目されている。大

人のエゴではなく、子どもの気持ちを尊重して事業を進めていく。 

次年度の「子どもの い～場所開設事業」の展開に向けて、初年度の開催が 9 月

であることから、検証途上の中で次年度予算が取りまとめられる時期であり、次

年度は検証を基にした提案が出来ないのではないか。次年度は協議をする 1 年間

とならざるを得ないと考える。各種団体の活動とのつながりもある事業であるこ

とから、意見交換もしていきたい。より良い方向で進めたいが、意見をいただきた

い。 

【髙橋委員】 

今年度と同規模で良いので予算要求できないか。検証は大切であるが、継続さ

せることも重要と考える。 

【桐山委員】 
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一度やってみた中で反省点も出るため、アップデートしながら継続させるべき

でないか。 

【坂田委員】 

どちらの意見も理解できる。都度話し合いをしながら進めることになるのでは

ないか。 

【竹内（靖）会長】 

継続させる必要性はある。理想としては、各団体がこのような事業を自主的に

始めるきっかけになると良いと思っている。検証結果がない中で市の予算に提案

するのはためらってしまう。今年度末まで検証を進め、本当に必要とすることを

要求するべきでないかとも考えている。行政と相談し、中郷区まちづくり振興会

としての体制も考えながら検討する。 

【桐山班長】 

「子どもの い～場所開設事業」については継続事業であり、9 月末が提案期限

となることから、9 月に 1 度開設した結果を検証し、次年度の提案ができるのでは

ないかと考える。次年度提案するのであれば、内容は改めて協議したい。 

【竹内（靖）会長】 

やってみて、前向きに検討することとする。中郷区まちづくり振興会から検討

すべき事項があれば、また情報共有していただきたい。 

今後地域協議会で議論をしていく事項について、互助による輸送や子どもの居

場所については引き続き審議するが、他のテーマについても委員からの提案を受

けて審議していきたいと考えている。特に、今期から地域協議会委員になった方

も自分の意見を出せる場となるようにしたい。みんなでそれぞれの意見を共有し、

実行しながら進んでいく。 

本日の協議は以上である。 

その他に移る。 

【髙橋班長】 

中郷商工会の合併について情報提供。 

【竹内（靖）会長】 

住民の方から粗大ごみの出し方について、現在、中郷区の住民も上越市のクリ

ーンセンターに持ち込んでいるが、距離が遠く、軽トラックを使わなければなら

ないなど大変であるため、妙高市のクリーンセンターに出すことができるように

ならないかと意見をもらった。市町村合併した以降変わったため、現状を知りた

い。次回以降に総合事務所から情報提供をしていただきたい。 

【桐山班長】 
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前回の地域協議会で陸川（陽）副会長から資料の電子配付についての意見を受

け、前任に確認した。令和 3 年度まで希望のあった 2 人の委員に、事前配付資料

をメールで配信し、他の 10 人には、紙での配付を行っていた。電子データで配付

された委員は、タブレット PC を持参し会議に臨み、当日配付の資料は、全員に紙

で配付し、会議を行っていた。今後も同様に事前配付資料を電子データでの送信

を希望する委員がいれば対応するため、送信先のメールアドレスをお知らせいた

だきたい。 

配付物の確認、地域協議会だよりの発行について連絡。 

【竹内（靖）会長】 

次回の地域協議会は 7 月 22 日（月）午後 6 時から中郷コミュニティプラザで行

う。 

新委員を迎え、意見交換会を計画している。別途連絡する。 

その他、職員、委員から連絡はあるか。 

【村越委員】 

「子どもの い～場所開設事業」の小学校保護者向けの説明会は複数人で行くの

か。 

【岡田委員】 

中郷区まちづくり振興会と行政が一緒に対応予定である。 

【竹内（靖）会長】 

地域協議会委員も必要に応じて参加していただきたい。 

先日総合事務所職員が、踏切のガード周辺を草刈りしているのを見かけた。感

謝する。各委員が危険個所を見つけたら、都度総合事務所へ連絡してほしい。 

【岡田委員】 

7 月 14 日（日）に開催される上越自転車まつりの案内。中郷区まちづくり振興

会が二本木駅にエイドを設置する。 

【陸川（陽）副会長】 

閉会の挨拶 

【竹内（靖）会長】 

以上で、本日の地域協議会は終了とする。 

９ 問合わせ先 

中郷区総合事務所 総務・地域振興グループ 
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  TEL：0255-74-2411（内線 165） E-mail：nakago-soumu.g@city.joetsu.lg.jp 

１０ その他 

別添の会議資料もあわせてご覧ください。 


